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令和３年度愛知共同溝監視業務

支出負担行為担当官
中部地方整備局長
堀田 治
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館

令和　３年　４月　１日

日本ユーティリティサブウェイ株式会社
東京都中央区日本橋小伝馬町１１－９

¥４４４，４００，０００－

¥４６６，０４８，０００－

本業務は、中部地方整備局が管理する共同溝（約７８ｋｍ）のセキュリティの確保を
目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の通報等を行う業務である。

本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への対応が極めて重要
な課題であることから、共同溝内部の複雑な構造や特性・機能等を熟知した上で、共
同溝を一元的に監視することができる統合的な情報や設備を用いた監視・保安体制が
必要である。

さらに、共同溝の構造・共同溝の収容施設・共同溝施設の監視体制、センサー類の設
備レベル・配置などは、一般的に、テロ行為等の防止のため、秘密にすべき事項であ
り、特殊性が要求される業務である。

愛知共同溝は、施設管理者である中部地方整備局と共同溝占用者との間で「愛知共同
溝のセキュリティの確保に関する基本協定書」並びに「愛知共同溝のセキュリティの
確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、極めて高いセキュリティレベルが
要求されているため、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。

  日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、共同溝の監視・維持管理を目的として
各占用者の出資により設立された会社であり、各占用者の収容施設の機密情報や監視
に必要なノウハウを有する唯一の会社である。

以上のことから、本業務の遂行に必要な条件を満たす上記業者と随意契約を締結する
ものである。

適用法令　会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号


